
2025 年 12 月 25 日 

規約改定のお知らせ                                                                                               

 

2026 年 2 月 1 日をもって、「接続サービス個別規約」「えでゅけっと個別規約」「IP 電話個別規約」「割引サービス個別規約」を以下の通り改定いたします。 

会員の皆さまには、ご一読のうえ、今後もご利用頂きますようお願い申し上げます。 

 

「接続サービス個別規約」の改定内容 

旧 新 

第 2 条（「接続サービス」） 

5.(省略) 

接続サービス 申込条件 

フレッツ・ADSL 

対応コース 

ADSLタイプ （動的/固定） 

ビジネスタイプ （動的/固定） 

標準規約への同意 

フレッツ・ISDN 

対応コース 

ISDNタイプ （動的/固定） 

  

第 2 条（「接続サービス」） 

5.(省略) 

接続サービス 申込条件 

（フレッツ・ADSL対応コース項目削除） 

（フレッツ・ISDN対応コース項目削除） 

  

第 5 条（その他） 

料金表 

1. 接続サービス（全て税込料金で表記） 

接続サービス 初期料金 月額料金 

フレッツ・ADSL 

対応コース 

ADSLタイプ 動的IP 0円 1,980円 

固定IP1 5,500円 3,850円 

固定IP8 11,000円 11,000円 

固定IP16 11,000円 19,580円 

ビジネスタイプ 動的IP 0円 2,200円 

固定IP1 5,500円 3,850円 

固定IP8 11,000円 11,000円 

固定IP16 11,000円 19,580円 

フレッツ・ISDN 

対応コース 

ISDNタイプ  動的IP 0円 1,980円 

固定IP1 5,500円 3,850円 

固定IP8 11,000円 6,600円 
 

第5 条（その他） 

料金表 

1. 接続サービス（全て税込料金で表記） 

接続サービス 初期料金 月額料金 

（フレッツ・ADSL対応コース項目削除） 

（フレッツ・ISDN対応コース項目削除） 
 



「えでゅけっと個別規約」の改定内容 

旧 新 

第 2 条（「えでゅけっと」） 

5. えでゅけっとは、以下に定める種類のサービスを提供するものとします。 

サービスメニュー 内容 備考 

Ｂフレッツ・アカデミック

ライセンス 

ファミリータイプ 

インターネット接続 対応回線は、当社が運営する 

Web ページその他の媒体で通

知するものとし、その対応時

期についても同様とします。

また、各電気通信サービス

は、会員の責任と費用によっ

て準備されるものとします。 

アカデミックライセンスス

ーパー 

インターネット接続 

電子メール 

  

第 2 条（「えでゅけっと」） 

5. えでゅけっとは、以下に定める種類のサービスを提供するものとします。 

サービスメニュー 内容 備考 

Ｂフレッツ・アカデミック

ライセンス 

ファミリータイプ 

インターネット接続 対応回線は、当社が運営する 

Web ページその他の媒体で通

知するものとし、その対応時期

についても同様とします。ま

た、各電気通信サービスは、会

員の責任と費用によって準備さ

れるものとします。 

（アカデミックライセンススーパー項目削除） 

  

第 3 条（条件）  

4. えでゅけっとを利用するにあたり、以下の条件を承諾いただくものとしま

す。 

サービスメニュー 条件 

アカデミックライ

センススーパー 

（1）メールアドレス１個につき１台の特定端末を使用するものとし、

当社 より指定されたユーザＩＤ、パスワードを設定して利用する。 

（2）会員はブラウザソフトのプロキシ設定で、フィルタリング機能を

利用することができる。このフィルタリング機能はトレンドマイク

ロ株式会社のＩｎｔｅｒＳｃａｎＷｅｂＭａｎａｇｅｒを使用して

いるが、その機能の完全性を保証するものではないことを会員は予

め了承するものとする。 

当社が会員に付与したメールアドレスを用いた行為により、当社が提供

するサービスのいずれかに支障が出たまたは支障が生ずるおそれがある

場合は、当該行為を会員が行ったか否かに関わらず、当社は利用された

メールアドレスについて必要な措置を行うことができるものとする。 

アカデミックライ

センス 

 5. （省略） 

6. （省略） 

7. （省略） 

第 3 条（条件）  

(4. 項削除)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. （省略） 

5. （省略） 

6. （省略） 

 

  



「IP 電話個別規約」の改定内容 

旧 新 

第2条（法人ぷららIP電話） 

（省略） 

法人ぷららIP電話 条件 

ビジネスぷらら

フォン 

for フレッツ 

（以下「フレッ

ツフォン」とい

う） 

レギュラープラ

ン 

・標準規約への同意および以下のいずれかの契

約の1ログインIDに1契約可能とする。 

 ・接続サービス個別規約 

 ・えでゅけっと個別規約 

・前項契約について、フレッツ・ADSL対応コー

スあるいはフレッツ光対応コースを利用してい

ること。 

・NTT東日本・西日本のフレッツ・ADSL ある

いはBフレッツ、フレッツ光ネクストを契約し利

用していること。 

・広帯域（利用実行速度300kbps以上／1通話）

のIP通信が可能である環境を準備しているこ

と。 

マルチプラン 

 

第2条（法人ぷららIP電話） 

（省略） 

法人ぷららIP電話 条件 

ビジネスぷらら

フォン 

for フレッツ 

（以下「フレッ

ツフォン」とい

う） 

レギュラープラ

ン 

・標準規約への同意および以下のいずれかの契

約の1ログインIDに1契約可能とする。 

 ・接続サービス個別規約 

 ・えでゅけっと個別規約 

・前項契約について、フレッツ光対応コースを

利用していること。 

・NTT東日本・西日本のBフレッツ、フレッツ光

ネクストを契約し利用していること。 

・広帯域（利用実行速度300kbps以上／1通話）

のIP通信が可能である環境を準備しているこ

と。 

マルチプラン 

 

 

 

  



「割引サービス個別規約」の改定内容 

旧 新 

第2 条（「割引サービス」） 

２．（省略） 

サービスプラン 内容 提供条件等 

超
特
プ
ラ
ン 

超特プラ

ン・I 

右記の各接続サービスに

限定した、インターネッ

ト接続のための複数のユ

ーザＩＤの一括契約によ

るボリュームディスカウ

ント 

会員がＮＴＴ東日

本・西日本の提供す

る「フレッツ・ＩＳ

ＤＮ」を契約の場合 

・当社がサービスプラ

ン毎に定める最低契約

ユーザID 数を超える

ユーザID 数の申込が

一括でなされることが

条件 

・ 最低契約ユーザID 

数は標準規約第7 条に

定める方法で通知され

るものとします。 

・ 各ユーザID の最低

利用期間を1 ヶ月とし

ます。 

同一サービスプランに

限り随時、ユーザID 

数の追加・削減ができ

ます 

超特プラ

ン・A 

会員がＮＴＴ東日

本・西日本の提供す

る「フレッツ・ＡＤ

ＳＬ」を契約の場合 

超特プラ

ン・B 

ファミリー

タイプ 

会員がＮＴＴ東日

本・西日本の提供す

る「Ｂフレッツファ

ミリータイプ」を契

約の場合 

超特プラ

ン・B 

ベーシック

タイプ 

会員がＮＴＴ東西地

域会社の提供する

「Ｂフレッツ ベーシ

ックタイプ」を契約

の場合 

ぷ
ら
ら
オ
フ
ィ
ス
パ
ッ
ク 

ぷららオフ

ィスパック

オフィス5 

当社が別に定める「接続

サービス」「ビジネスホー

ムページサービス」「独自

ドメイン登録管理サービ

ス」のサービスをまとめ

て提供 

Ｗｅｂホスティング容量が ５ＭＢまで 

ぷららオフ

ィスパック

オフィス10 

Ｗｅｂホスティング容量が 10ＭＢまで 

ぷららオフ

ィスパック

オフィス50 

Ｗｅｂホスティング容量が ５0ＭＢまで 

ビジネスパック 当社が別に定める「接続

サービス」、「ビジネスサ

ーバ」又は、「独自ドメイ

ン登録管理サービス」の

サービスをまとめて提供 

以下のサービスをお申込いただいていること 

・接続サービス 

・「ビジネスサーバ」又は「アカデミックサー

バ『ビジネスサーバ』プラン」 

・独自ドメイン登録管理サービス 
 

第2 条（「割引サービス」） 

２．（省略） 

サービスプラン 内容 提供条件等 

超
特
プ
ラ
ン 

（超特プラン・I、フレッツ・ISDN項目削除） 

（超特プラン・A、フレッツ・ADSL項目削除） 

超特プラン・B 

ファミリータイプ 

右記の各接続サ

ービスに限定し

た、インターネ

ット接続のため

の複数のユーザ

ＩＤの一括契約

によるボリュー

ムディスカウン

ト 

会員がＮＴＴ東

日本・西日本の

提供する「Ｂフ

レッツファミリ

ータイプ」を契

約の場合 

・当社がサービスプラン毎

に定める最低契約ユーザID 

数を超えるユーザID 数の

申込が一括でなされること

が条件 

・ 最低契約ユーザID 数は

標準規約第7 条に定める方

法で通知されるものとしま

す。 

・ 各ユーザID の最低利用

期間を1 ヶ月とします。 

同一サービスプランに限り

随時、ユーザID 数の追

加・削減ができます 

（超特プラン・Bベーシックタイプ項目削除） 

（ぷららオフィスパック項目削除） 

ビジネスパック 当社が別に定め

る「接続サービ

ス」、「ビジネス

サーバ」又は、

「独自ドメイン

登録管理サービ

ス」のサービス

をまとめて提供 

以下のサービスをお申込いただいていること 

・接続サービス 

・「ビジネスサーバ」又は「アカデミックサー

バ『ビジネスサーバ』プラン」 

・独自ドメイン登録管理サービス 

 

 

 



第3 条（条件） 

3. 当社は、「割引サービス」にお申込みいただいた会員を、標準規約および本個別規

約にご同意いただいたものとみなします。また特に「ぷららオフィスパック」お

申込においては、当社が別に定める「接続サービス」「ビジネスホームページサ

ービス」「独自ドメイン登録管理サービス」それぞれの個別規約にご同意いただ

いたものとみなします。「ビジネスパック」お申込においては、当社が別に定め

る「接続サービス」又は「ビジネスサーバ」又は「アカデミックサーバ『ビジネ

スサーバ』プラン」「独自ドメイン登録管理サービス」それぞれの個別規約にご

同意いただいたものとみなします。 

第3 条（条件） 

3. 当社は、「割引サービス」にお申込みいただいた会員を、標準規約および本個別

規約にご同意いただいたものとみなします。「ビジネスパック」お申込におい

ては、当社が別に定める「接続サービス」又は「ビジネスサーバ」又は「ア

カデミックサーバ『ビジネスサーバ』プラン」「独自ドメイン登録管理サービ

ス」それぞれの個別規約にご同意いただいたものとみなします。 

第4 条（料金） 

3.「ぷららオフィスパック」「ビジネスパック」について特に以下に規定します。 

(1)契約において、契約月途中でサービスプラン変更がある場合、変更後のサービ

スプランの月額利用料金と変更前のサービスプランの月額利用料金との間に発

生する差額は、いずれか高額の月額利用料金を基準としたうえで全て会員の負

担とします。 

(2)会員が「ぷららオフィスパック」「ビジネスパック」の一部のサービス解約を

申請した際には、料金については標準規約第14 条２項の定めに従います。ま

た、翌料金月期間より自動的に残りの各サービスについての各利用契約が継続

し、個別の利用料金を適用するものとします。 

4. 「ぷららオフィスパック」「ビジネスパック」の契約期間が１年単位の場合、会員

がその更新時に「ぷららオフィスパック」「ビジネスパック」の一部のサービス

を解約する場合は、自動的に「ぷららオフィスパック」「ビジネスパック」の利

用契約は終了となると同時に、残りの各サービスについての各利用契約が成立

し、残りの各サービスについては「ぷららオフィスパック」「ビジネスパック」

の料金は適用されず、個別の利用料金を適用するものとします。 

5. 「ぷららオフィスパック」「ビジネスパック」の契約期間が月単位の場合、解約月

は「ぷららオフィスパック」「ビジネスパック」の利用料金を適用し、翌月より

自動的に「ぷららオフィスパック」「ビジネスパック」の利用契約は終了となる

と同時に、残りの各サービスについての各利用契約が成立し、個別の利用料金を

適用するものとします。 

第4 条（料金） 

3.「ビジネスパック」について特に以下に規定します。 

(1)契約において、契約月途中でサービスプラン変更がある場合、変更後のサ

ービスプランの月額利用料金と変更前のサービスプランの月額利用料金と

の間に発生する差額は、いずれか高額の月額利用料金を基準としたうえで

全て会員の負担とします。 

(2)会員が「ビジネスパック」の一部のサービス解約を申請した際には、料金

については標準規約第14 条２項の定めに従います。また、翌料金月期間よ

り自動的に残りの各サービスについての各利用契約が継続し、個別の利用

料金を適用するものとします。 

4.「ビジネスパック」の契約期間が１年単位の場合、会員がその更新時に「ビジネ

スパック」の一部のサービスを解約する場合は、自動的に「ビジネスパッ

ク」の利用契約は終了となると同時に、残りの各サービスについての各利用

契約が成立し、残りの各サービスについては「ビジネスパック」の料金は適

用されず、個別の利用料金を適用するものとします。 

5.「ビジネスパック」の契約期間が月単位の場合、解約月は「ビジネスパック」の

利用料金を適用し、翌月より自動的に「ビジネスパック」の利用契約は終了

となると同時に、残りの各サービスについての各利用契約が成立し、個別の

利用料金を適用するものとします。 



 


